
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付属資料 

53 



「芦屋市生涯学習推進基本構想」策定経過 

 
開催（実施）日 開催（実施）事項 内容 

平成 19 年 12 月 26 日 
平成 19 年度 第１回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 
・市民意識調査の内容について 

平成 20 年２月４日 
平成 19 年度 第２回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 
・市民意識調査の内容について 

平成 20 年３月３日 庁議 ・市民意識調査について 

平成 20 年３月 21 日

～４月 11 日 
市民意識調査の実施 

・20 歳以上（80 歳以下）の市民の

中から 3,000 人を無作為に抽出 

【回収数 1,195 件，回収率 39.8%】

平成 20 年６月 23 日 
平成 20 年度 第１回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 

・市民意識調査の結果報告について

・基本構想の骨子等について 

平成 20 年８月 29 日 
平成 20 年度 第２回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 
・生涯学習推進基本構想について 

平成 20 年９月 26 日 
芦屋市生涯学習推進会議（第１回）

幹事会 

・市民意識調査の結果報告について

・生涯学習推進基本構想の要点につ

いて 

平成 20 年 10 月 14 日 
平成 20 年度 第３回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 
・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 20 年 10 月 17 日 芦屋市教育委員会協議会 ・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 20 年 10 月 20 日 芦屋市生涯学習推進会議（第１回）

・市民意識調査の結果報告について

・生涯学習推進基本構想の要点につ

いて 

平成 20 年 10 月 21 日 
平成 20 年度 第２回芦屋市社会教

育委員会議 

・市民意識調査の結果報告について

・生涯学習推進基本構想の要点につ

いて 

平成 20 年 10 月 25 日 

平成 20 年 10 月 29 日 

生涯学習推進基本構想（中間まと

め）市民説明会 

・市民意識調査の結果報告について

・生涯学習推進基本構想の要点につ

いて（於 市民センター201 室）

平成 20 年 12 月 25 日 
平成 20 年度 第４回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 

・市民説明会等報告について 

・生涯学習推進基本構想素案について 

・重点項目について 

平成 21 年１月 15 日 
平成 20 年度 第５回芦屋市生涯学

習推進基本構想素案策定委員会 
・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 21 年２月２日 
芦屋市生涯学習推進会議（第２回）

幹事会 
・生涯学習推進基本構想素案について 
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開催（実施）日 開催（実施）事項 内容 

平成 21 年２月３日 
平成 20 年度 第２回芦屋市社会教

育委員会議 
・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 21 年２月６日 芦屋市教育委員会協議会 ・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 21 年２月９日 芦屋市生涯学習推進会議（第２回） ・生涯学習推進基本構想素案について 

平成 21 年２月 24 日 

～３月 25 日 

パブリックコメントの実施 ・市ホームページ、市役所北館４階

生涯学習課、北館１階行政情報コ

ーナー、ラポルテ市民サービスコ

ーナー、市内集会所にて閲覧 
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芦屋市生涯学習推進基本構想素案策定委員会設置要綱 

 
 （設置） 

第１条 芦屋市生涯学習推進基本構想の素案を策定するため，芦屋市生涯学習推進基本構想素案 

策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 

 （所掌事務） 

第２条 委員会は，生涯学習の推進に関し，次に掲げる事項について協議する。 

(1)  生涯学習推進基本構想の素案策定に関する事項 

(2)  その他設置目的達成のために必要な事項 
 

 （組織） 

第３条 委員会は，20 人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから芦屋市教育委員会が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民 

(3) 地域関係者 
 

 （任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から芦屋市生涯学習推進基本構想素案策定の日までとする。 
 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長を置き，学識経験者の委員の中からこれを定める。 

２ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき，又は委員長が欠けたときは，あらか 

じめ委員長が指名する副委員長が，その職務を代理する。 
 

 （会議） 

第６条 委員会の会議は，委員長が招集し，委員長がその会議の議長となる。 

２ 委員会は，委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会において，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，意見を聴き，又 

は説明若しくは資料の提出を求めることができる。 
 

  

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，生涯学習を所管する課において行う。 
 

 （補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 
 

附 則 

 この要綱は，平成１９年１２月１日から施行する。 
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芦 屋 市 生 涯 学 習 推 進 会 議 設 置 要 綱  

注  平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 条 文 注 記 入 る 。  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  芦 屋 市 に お け る 生 涯 学 習 に 係 る 事 業 を ， 総 合 的 及 び 効 果 的 に 推 進 す る た

め ， 関 係 諸 機 関 等 の 相 互 連 携 及 び 協 力 を 図 り ， 事 業 に つ い て の 企 画 及 び 連 絡 調

整 を 行 い ， 市 民 の 自 己 学 習 活 動 の 進 展 に 資 す る こ と を 目 的 と し て ， 生 涯 学 習 推

進 会 議 （ 以 下 「 推 進 会 議 」 と 称 す る 。 ） を 設 置 す る 。  

（ 平 18.4.1・ 一 部 改 正 ）  
 

（ 職 務 内 容 ）  

第 ２ 条  職 務 内 容 は 次 の と お り と す る 。  

(1) 生 涯 学 習 推 進 の た め の 諸 施 策 の 企 画 に 関 す る こ と 。  

(2) 生 涯 学 習 諸 事 業 に 係 る 諸 機 関 等 の 連 絡 調 整 に 関 す る こ と 。  

(3) 生 涯 学 習 の た め の 情 報 収 集 及 び 調 査 に 関 す る こ と 。  

(4) 生 涯 学 習 推 進 の た め の 啓 発 に 関 す る こ と 。  

(5) そ の 他 目 的 を 達 成 す る た め の 必 要 な 事 項 に 関 す る こ と 。  
 

（ 推 進 会 議 ）  

第 ３ 条  推 進 会 議 の 委 員 に は ， 次 の 職 に あ る 者 を も つ て 充 て る 。  

市 長 ，副 市 長 ，教 育 長 ，総 務 部 長 ，総 務 部 参 事 (行 政 経 営 担 当 部 長 )，総 務 部 参 事

(財 務 担 当 部 長 )，市 民 生 活 部 長 ，保 健 福 祉 部 長 ，都 市 環 境 部 長 ，都 市 環 境 部 参 事

(都 市 計 画 担 当 部 長 )， 消 防 長 ， 管 理 部 長 ， 学 校 教 育 部 長 及 び 社 会 教 育 部 長  

2 推 進 会 議 の 議 長 に は 市 長 を 充 て ， 副 議 長 に は 副 市 長 及 び 教 育 長 を 充 て る 。  

3 推 進 会 議 は ， 議 長 が 必 要 に 応 じ て 招 集 す る 。  

（ 平 15.4.1・ 平 19.4.1・ 一 部 改 正 ）  
 

（ 幹 事 会 ）  

第 4 条  推 進 会 議 に 幹 事 会 を 置 き ， 幹 事 に は 次 の 職 に あ る も の を も つ て 充 て る 。  

人 事 課 長 ， 広 報 課 長 ， 財 政 課 長 ， 市 民 参 画 課 長 ， 市 民 生 活 部 主 幹 (人 権 推 進 担 当

課 長 )，市 民 生 活 部 主 幹 (国 際 交 流 担 当 課 長 )，経 済 課 長 ，上 宮 川 文 化 セ ン タ ー 長 ，

地 域 福 祉 課 長 ， 生 活 援 護 課 長 ， 健 康 課 長 ， 障 害 福 祉 課 長 ， こ ど も 課 長 ， 高 年 福

祉 課 長 ， 道 路 課 長 ， 公 園 緑 地 課 長 ， 防 災 安 全 課 長 ， 環 境 課 長 ， 都 市 計 画 課 長 ，

消 防 本 部 警 防 課 長 ， 管 理 部 管 理 課 長 ， 学 校 教 育 課 長 ， 公 民 館 長 ， ス ポ ー ツ ・ 青

少 年 課 長 及 び 図 書 館 長  

2 幹 事 会 は ， 第 ２ 条 の 職 務 内 容 に つ い て 委 員 を 補 佐 す る 。  

3 幹 事 会 は ， 事 務 局 長 が 必 要 に 応 じ て 招 集 す る 。  

（ 平 15.4.1・ 平 16.4.1・ 平 18.4.1・ 平 19.4.1・ 一 部 改 正 ）  
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（ 事 務 局 ）  

第 5 条  こ の 要 綱 に 定 め る 事 務 を 処 理 す る た め ， 事 務 局 を 置 く 。  

2 事 務 局 長 は ， 社 会 教 育 部 長 を も つ て 充 て ， 事 務 局 次 長 に は ， 生 涯 学 習 課 長 及  

び 行 政 経 営 担 当 課 長 を も つ て 充 て る 。  

3 事 務 局 の 庶 務 は ， 生 涯 学 習 課 及 び 行 政 経 営 課 に お い て 処 理 す る 。  

（ 平 15.4.1・ 平 18.4.1・ 平 19.4.1・ 一 部 改 正 ）  
 

附  則  

こ の 要 綱 は ， 昭 和 61 年 10 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 昭 和 63 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 元 年 7 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 4 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 5 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 8 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 9 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 11 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 12 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 13 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 14 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 16 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 18 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  
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芦 屋 市 生 涯 学 習 推 進 基 本 構 想 素 案 策 定 委 員 名 簿 （平成 20 年 4 月 1 日現在） 

 
          <順不同>

分野 団体名 氏名 

学 識 経 験 者 神戸学院大学教授 ◎小石 寛文 

  武庫川女子大学教授 ○本 玉  元 

市       民 芦屋市子ども会連絡協議会 副会長 江守 易世 

  芦屋市老人クラブ連合会 副会長 柴 沼  元 

  国際ソロプチミスト芦屋 会長 岡本 伸子 

  芦屋市自治会連合会 副会長 山下 正夫 

地 域 関 係 者 芦屋市コミュニティ・スクール連絡協議会 会長 立花 暁夫 

  
スポーツクラブ２１ひょうご芦屋市連絡協議会 

会長 
若林 敬子 

  芦屋市ＰＴＡ協議会 会長 寺 田  緑 

  
（株)ティーシーディー会長（元芦屋市文化振興財

団 評議員） 
山田 崇雄 

社会教育関係者 芦屋川カレッジ学友会 会長 林  哲也 

敬称略  ◎委員長 ○副委員長 

※平成 19 年 12 月 26 日～平成 20 年 3 月 31 日まで中谷 彪 氏が委員長 
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平 成 20 年 度  芦 屋 市 生 涯 学 習 推 進 会 議 委 員 名 簿  

 

役職名 氏名 

市長 山 中  健 

副市長 岡 本  威 

教育長 藤原  周三 

総務部長 松 本  博 

総務部参事 

（行政経営担当部長） 
西本  賢史 

総務部参事 

（財務担当部長） 
南雲  直樹 

市民生活部長 高 嶋  修 

保健福祉部長 磯森  健二 

都市環境部長 定 雪  満 

都市環境部参事 

（都市計画担当部長） 
佐田  高一 

消防長 樋口  文夫 

管理部長 三栖  敏邦 

学校教育部長 上月  敏子 

社会教育部長 橋本  達広 

 （以上 １４名）
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平 成 20 年 度  芦 屋 市 生 涯 学 習 推 進 会 議 幹 事 会 名 簿  

 

役職名 氏名 役職名 氏名 

人事課長 小山  忠寛 高年福祉課長 安達  昌宏

広報課長 久堀  英次 道路課長 谷﨑 明日出

財政課長 古田  晴人 公園緑地課長 下岡  政夫

市民参画課長 大橋  義裕 防災安全課長 桝田  忠夫

主幹（人権推進担当課長） 松元  龍二 環境課長 橋本 裕二郎

主幹（国際交流担当課長） 歯 朶  治 都市計画課長 林  茂 晴

経済課長 杉 町  納 警防課長 向堂  晋治

上宮川文化センター長 山田 淳二郎 管理課長 中務  行康

地域福祉課長 浅田 太枝子 学校教育課長 伊田  義信

生活援護課長 棚橋  裕基 公民館長 竹内  鈴代

健康課長 北口  泰弘 スポーツ・青少年課長 西  初 吉

障害福祉課長 米田 ヒロ子 図書館長 大西  和昭

こども課長 中村  尚代   

   （以上 25 名）
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第２次芦屋市生涯学習推進基本構想～日常をより豊かにするために～ 
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